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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前胴回り域と、後胴回り域と、前記前胴回り域と前記後胴回り域との間に位置する股下
域とを有し、
　前記前胴回り域から前記後胴回り域に向かう製品長手方向と、前記製品長手方向と直交
する製品幅方向と、を有し、
　前記股下域を跨ぎ、かつ前記前胴回り域と前記後胴回り域の少なくとも一方に延びる吸
収体と、
　前記前胴回り域、前記股下域、及び前記後胴回り域を跨ぎ、かつ前記吸収体よりも前記
製品幅方向外側に配置されるサイドフラップと、
　前記サイドフラップの前記後胴回り域から前記製品幅方向外側に延出し、前記前胴回り
域に止着する一対のファスニングテープと、を備え、
　前記サイドフラップには、前記吸収体の前記製品幅方向における中心に向かって凹んだ
レッグ開口部と、前記レッグ開口部よりも前記製品幅方向内側に配置され、かつ前記製品
長手方向に伸縮するレッグ伸縮部と、を有しており、
　前記レッグ開口部は、前記レッグ開口部の前記製品長手方向中心よりも後方に位置する
後側レッグ開口部と、前記レッグ開口部の前記製品長手方向中心よりも前方に位置する前
側レッグ開口部とを有しており、
　前記後側レッグ開口部と、前記製品幅方向における中心を通り前記製品長手方向に平行
な直線との間の面積は、前記前側レッグ開口部と、前記製品幅方向における中心を通り前
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記製品長手方向に延びる前記直線との間の面積よりも広く、
　前記レッグ伸縮部よりも前記製品幅方向両外側には、前記股下域と前記後胴回り域とに
跨って配置され、かつ前記製品長手方向に伸縮する一対の臀部伸縮部が配置され、
　前記ファスニングテープの前記製品幅方向外側端部と前記臀部伸縮部との前記製品幅方
向における距離は、使い捨ておむつの前記製品幅方向中心と前記レッグ伸縮部の前記製品
幅方向外側端部との前記製品幅方向における距離よりも短い、使い捨ておむつ。
【請求項２】
　前記前胴回り域において、前記ファスニングテープが止着するターゲット部を更に備え
、
　前記ファスニングテープは、前記ターゲット部に止着する係止部を備えており、
　前記ファスニングテープの前記係止部の製品幅方向外側端部と前記臀部伸縮部との前記
製品幅方向における距離は、前記ターゲット部の前記製品方向内側端部と前記レッグ伸縮
部の前記製品幅方向外側端部との前記製品幅方向における距離又は前記使い捨ておむつの
前記製品幅方向中心と前記レッグ伸縮部の前記製品幅方向外側端部との前記製品幅方向に
おける距離よりも短い、請求項１に記載の使い捨ておむつ。
【請求項３】
　前記一対の臀部伸縮部間の距離は、前記吸収体の前記製品幅方向の長さの１５０％～２
００％である、請求項１又は請求項２に記載の使い捨ておむつ。
【請求項４】
　前記一対の臀部伸縮部間の距離は、２００ｍｍ～２４０ｍｍである、請求項３に記載の
使い捨ておむつ。
【請求項５】
　前記臀部伸縮部の前記製品長手方向中心は、前記レッグ伸縮部の前記製品長手方向中心
よりも後方に位置する、請求項１から請求項４のいずれかに記載の使い捨ておむつ。
【請求項６】
　前記臀部伸縮部は、前記製品長手方向に沿って直線状に配置されている、請求項１から
請求項５のいずれかに記載の使い捨ておむつ。
【請求項７】
　前記レッグ伸縮部の前記製品長手方向の中心及び前記レッグ開口部の前記製品長手方向
の中心は、前記使い捨ておむつの前記製品長手方向の中心よりも前方に位置する、請求項
１から請求項６のいずれかに記載の使い捨ておむつ。
【請求項８】
　前記製品幅方向における前記臀部伸縮部と前記レッグ伸縮部の製品幅方向外側端部との
距離は、１０ｍｍ～３０ｍｍである、請求項１から請求項７のいずれかに記載の使い捨て
おむつ。
【請求項９】
　前記レッグ開口部は、前記製品幅方向外側から前記製品幅方向内側に向かう凸形状であ
り、
　前記レッグ開口部において最も前記製品幅方向内側に位置する内側端部と前記レッグ伸
縮部の製品幅方向外側端部との距離は、前記レッグ伸縮部の製品幅方向外側端部と前記臀
部伸縮部との距離よりも短く、かつ１５ｍｍ以下である、請求項１から請求項８のいずれ
かに記載の使い捨ておむつ。
【請求項１０】
　前記レッグ開口部の前記内側端部は、前記レッグ伸縮部の製品幅方向外側端部と前記臀
部伸縮部との前記製品幅方向における中心を通り、かつ前記製品長手方向に沿った中心線
上に位置する、請求項９に記載の使い捨ておむつ。
【請求項１１】
　前記後側レッグ開口部には、前記製品幅方向外側に向けて凸状となる凸部が形成されて
いる、請求項１から請求項１０のいずれかに記載の使い捨ておむつ。
【請求項１２】
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　前記前側レッグ開口部には、前記製品幅方向内側に向けて凹む形状となる凹部が形成さ
れている、請求項１から請求項１１のいずれかに記載の使い捨ておむつ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使い捨ておむつに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、オープンタイプのおむつであって、吸収体と、吸収体よりも幅方向外側に延出す
るサイドフラップを備え、吸収体よりも製品幅方向外側に主弾性材が配置され、その主弾
性材よりも製品幅方向外側に副弾性材が配置されているおむつが開示されている（例えば
、特許文献１、第１図、第２図、第４頁から第５頁、参照）。
【０００３】
　主弾性材は、着用者の脚回りに配置されている。副弾性材は、使い捨ておむつの長手方
向端部近傍において、主弾性材よりも製品幅方向外側に配置されている。副弾性材によっ
ておむつの製品幅方向側部が収縮し、尿等の横漏れを防ぐことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実開平２－９６１１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上述の使い捨ておむつには、以下の問題点があった。
【０００６】
　着用者の身体は、前後対称ではなく、腹側よりも背側に位置する臀部の方が長く構成さ
れている。従来のおむつは、吸収体よりも幅方向外側に延出するサイドフラップによって
着用者の身体を覆うことを目的としているが、着用者の腹側に配置される前胴回り域と、
着用者の背側に配置される後胴回り域と、が対称である。よって、従来のおむつは、身体
のラインに沿って配置されず、着用者の背側において突っ張った状態で配置される。具体
的には、臀部に接するサイドフラップの面積が足りず、サイドフラップが内向き（着用者
の身体側）に凸状に配置され、サイドフラップが突っ張った状態となる。
【０００７】
　このような状態で副弾性部材が収縮すると、おむつの装着時に収縮部分が内側に巻き込
まれたり、装着状態で収縮部分がずれたりして、臀部を適切に覆うことができないことが
ある。
【０００８】
　また、オープンタイプのおむつを装着する際は、着用者の股下部の中心に脚回り開口部
の幅方向中心が合うように着用者の下方に使い捨ておむつを配置し、後胴回り域によって
臀部を包みつつ止着部材を前胴回り域側に引っ張り、止着部材によって着用者の腰回りに
おむつを固定する。、このようにおむつを装着すると、装着直後は、臀部を覆うことがで
きる。しかし、特許文献１の図２及び図３に示すように、おむつが着用者に装着された状
態では、おしりが最も膨らんだ部分の付け根辺りに副弾性部材が配置されている。このよ
うに、お尻が最も膨らんだ部分の付け根辺りに弾性部材が配置されていると、脚を上下で
動かした際におむつの側部がたくれ上がり、お尻が露出するおそれがある。また、止着部
材が接合する領域のみで前胴回り域と後胴回り域とを固定するため、おむつの装着後に着
用者の動きにより副弾性部材が収縮し内側に巻き込まれることが発生し易い。
【０００９】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、臀部を適切に覆いながら
、装着時に製品幅方向端部の巻き込みを防止することができる使い捨ておむつを提供する
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ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本開示に係る使い捨ておむつ（使い捨ておむつ10）は、前胴回り域と、後胴回り域と、
前記前胴回り域と前記後胴回り域との間に位置する股下域とを有し、前記前胴回り域から
前記後胴回り域に向かう製品長手方向と、前記製品長手方向と直交する製品幅方向と、を
有し、前記股下域を跨ぎ、かつ前記前胴回り域と前記後胴回り域の少なくとも一方に延び
る吸収体と、前記前胴回り域、前記股下域、及び前記後胴回り域を跨ぎ、かつ前記吸収体
よりも前記製品幅方向外側に配置されるサイドフラップと、前記サイドフラップの前記後
胴回り域から製品幅方向外側に延出し、前記前胴回り域に止着する一対のファスニングテ
ープと、を備え、前記サイドフラップには、前記吸収体の前記製品幅方向における中心に
向かって凹んだレッグ開口部と、前記レッグ開口部よりも製品幅方向内側に配置され、か
つ前記製品長手方向に伸縮するレッグ伸縮部と、を有しており、前記レッグ開口部は、前
記レッグ開口部の前記製品長手方向中心よりも後方に位置する後側レッグ開口部と、前記
レッグ開口部の前記製品長手方向中心よりも前方に位置する前側レッグ開口部とを有して
おり、前記後側レッグ開口部と、前記製品幅方向における中心を通り製品長手方向に平行
な直線との間の面積は、前記前側レッグ開口部と、前記製品幅方向における中心を通り前
記製品長手方向に延びる直線との間の面積よりも広く、前記レッグ伸縮部よりも前記製品
幅方向両外側には、前記股下域と前記後胴回り域とに跨って配置され、かつ前記製品長手
方向に伸縮する一対の臀部伸縮部が配置され、前記ファスニングテープの製品幅方向外側
端部と前記臀部伸縮部との前記製品幅方向における距離は、前記使い捨ておむつの製品幅
方向中心と前記レッグ伸縮部の前記製品幅方向外側端部との前記製品幅方向における距離
よりも短いことを要旨とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本開示に係る使い捨ておむつによれば、臀部を適切に覆いながら、装着時に製品幅方向
端部の巻き込みを防止することができる使い捨ておむつを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本実施形態に係る使い捨ておむつの展開平面図である。
【図２】図１に示したF1-F1線に沿った使い捨ておむつの断面図である。
【図３】図１に示したF2-F2線に沿った使い捨ておむつの断面図である。
【図４】本実施形態に係る使い捨ておむつを着用者に装着した状態を示す図である。
【図５】本実施形態に係る使い捨ておむつを着用者に装着した状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　次に、本発明に係る使い捨ておむつ10の実施形態について、図面を参照しながら説明す
る。なお、以下の図面の記載において、同一または類似の部分には、同一または類似の符
号を付している。ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率などは現実のものと
は異なることに留意すべきである。
【００１４】
　したがって、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきである。また、図面
相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれ得る。
【００１５】
　（１）使い捨ておむつの全体概略構成
　図１は、本実施形態に係る使い捨ておむつ10の展開平面図である。図２は、図１に示し
たF1-F1線に沿った使い捨ておむつの断面図である。図３は、図１に示したF2-F2線に沿っ
た使い捨ておむつの断面図である。図１に示す展開平面図は、使い捨ておむつを構成する
トップシート50、サイドフラップ70等の皺が形成されない状態まで、レッグ伸縮部75及び
レッグサイドギャザー80の弾性部材81を伸長させた状態の図である。
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【００１６】
　使い捨ておむつ10は、前胴回り域20と、股下域25と、後胴回り域30とを有する。前胴回
り域20は、着用者の前胴回り部（腹部分）と接する部分である。また、後胴回り域30は、
着用者の後胴回り部（背部分）と接する部分である。股下域25は、前胴回り域20と後胴回
り域30との間に位置する。
【００１７】
　なお、本実施形態では、前胴回り域20から後胴回り域30に向かう方向を製品長手方向L
と呼び、製品長手方向Lと直交する方向を製品幅方向Wと呼ぶ。
【００１８】
　使い捨ておむつ10は、股下域25を跨ぎ、かつ股下域25から前胴回り域20及び後胴回り域
30のうち少なくともいずれか一方に向かって延びる吸収体40を備える。吸収体40は、吸収
性コア40aとコアラップ40bとによって構成される。
【００１９】
　吸収性コア40aは、従来の使い捨ておむつと同様であり、粉砕パルプや高吸収ポリマー
など、公知の部材や材料を用いて適宜構成することができる。吸収性コア40aは、シート
状のコアラップ40bによって包まれている。
【００２０】
　コアラップ40bは、吸収性コア40aを被覆するシートである。コアラップ40bの少なくと
も肌面側の一部は、透液性を有する各種の繊維不織布もしくはティッシュシートによって
構成される。例えば、質量約10～30g/m2のエアースルー繊維不織布、スパンボンド不織布
、SMS（スパンボンド－メルトブローン－スパンボンド）不織布、または質量約10～30g/m
2のティッシュシートを用いることができる。
【００２１】
　吸収体40の表面側（肌当接面側）には、液透過性のトップシート50が備えられる。また
、吸収体40の裏面側（非肌当接面側）には、液不透過性のバックシート60aが備えられる
。バックシート60aの裏面側（非肌当接面側）には、外装シート60が設けられる。
【００２２】
　吸収体40の製品幅方向Wにおける側縁部には、サイドフラップ70がそれぞれ備えられる
。サイドフラップ70は、前胴回り域20、股下域25、及び後胴回り域30を跨ぎ、かつ吸収体
40よりも製品幅方向外側に配置される。サイドフラップ70は、１枚または２枚以上の複数
枚重ねた不織布によって構成されている。　
　使い捨ておむつ10のサイドフラップ70には、一対のレッグ開口部35が形成される。レッ
グ開口部35は、使い捨ておむつの製品幅方向の側端部に設けられており、使い捨ておむつ
が着用者に着用された状態で、着用者の脚回りに沿って配置される部分である。レッグ開
口部35は、吸収性本体の製品幅方向における中心に向かって凹んでいる。
【００２３】
　レッグ開口部３５は、レッグ開口部の製品長手方向中心Ｏ４よりも後方に位置する後側
レッグ開口部３５Ｒと、レッグ開口部の製品長手方向中心よりも前方に位置する前側レッ
グ開口部３５Ｆとを有する。後側レッグ開口部３５Ｒと、製品幅方向における中心を通り
製品長手方向に平行な直線との間の面積は、前側レッグ開口部３５Ｆと、製品幅方向にお
ける中心を通り製品長手方向に平行な直線との間の面積よりも広い。当該面積は、使い捨
ておむつを構成するトップシート50、サイドフラップ70等の皺が目視にて視認できない状
態まで、レッグ伸縮部75及びレッグサイドギャザー80の弾性部材81を伸長させた伸長状態
の面積である。
【００２４】
　また、一対のサイドフラップ70には、ファスニングテープ90がそれぞれ備えられる。フ
ァスニングテープ90は、後胴回り域30において、製品幅方向Wに沿って延び、前胴回り域2
0の非肌当接面に止着されることにより、使い捨ておむつ10を着用者の身体に保持する。
【００２５】
　ターゲット部95は、前胴回り域内の非肌当接面に配置され、一対のファスニングテープ
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90がそれぞれ止着するように構成されている。
【００２６】
　本実施形態において、前胴回り域20、後胴回り域30、及びファスニングテープ90によっ
て胴回り保持部が構成される。後胴回り域30の胴回り保持部は、ファスニングテープ90の
係合部分が設けられた領域から製品幅方向に延びる範囲である。前胴回り域20の胴回り保
持部は、ターゲット部95が設けられた領域から製品幅方向に延びる範囲である。
【００２７】
　また、使い捨ておむつ10は、股下域25の吸収体に重なる領域に配置されたクロッチ伸縮
部200を備えている。なお、クロッチ伸縮部200の構成については、後述にて詳細に説明す
る。
【００２８】
　サイドフラップ70には、レッグ開口部35よりも製品幅方向内側に配置され、製品長手方
向Lに伸縮可能な一対のレッグ伸縮部75が備えられる。
【００２９】
　レッグ伸縮部75は、製品長手方向Ｌにおいて、クロッチ伸縮部200よりも長いと共に、
製品幅方向Ｗにおいて、クロッチ伸縮部200よりも外側に備えられている。
【００３０】
　レッグ伸縮部75は、レッグ開口部35を製品長手方向に伸縮できるように構成されていれ
ばよく、レッグ開口部35に沿って配置されていてもよいし、一部がレッグ開口部35に対し
て傾斜した状態で配置されていてもよい。
【００３１】
　また、レッグ伸縮部75よりも製品幅方向外側には、股下域25と後胴回り域30とに跨って
配置され、かつ製品長手方向に伸縮する臀部伸縮部77が配置されている。
【００３２】
　なお、レッグ伸縮部75及び臀部伸縮部77は、糸ゴム等によって実質的に製品長手方向に
収縮する部分であり、収縮力が発揮されない状態で伸縮性シートが配置された部分を除く
概念である。なお、レッグ伸縮部75及び臀部伸縮部77の構成については、後述にて詳細に
説明する。
【００３３】
　また、一対のレッグ伸縮部75の内側（製品幅方向Wにおける中央寄り）には、製品長手
方向Lに沿って延びる一対のレッグサイドギャザー80が備えられる。レッグサイドギャザ
ー80は、サイドフラップ70の製品幅方向の内側端部に設けられており、レッグ伸縮部75よ
りも製品幅方向内側に配置される起立性の伸縮ギャザーである。レッグサイドギャザー80
は、レッグ伸縮部75よりも製品幅方向内側に配置されている。レッグサイドギャザー80は
、従来において周知の構成を採用することができ、具体的には、サイドフラップ70と別の
シート材によって構成されていてもよい。
【００３４】
　また、製品幅方向における一対のファスニングテープ間には、製品幅方向に伸縮可能な
腰回り伸縮部85が設けられている。腰回り伸縮部85は、ファスニングテープ間を製品幅方
向に収縮する。
【００３５】
　本実施形態において、腰回り伸縮部85は、伸縮性シートによって構成されている。腰回
り伸縮部85を構成する部材については、特に限定されないが、出来る限り薄くて曲げ剛性
が低く、幅入り率が小さいものを用いることが好ましい。曲げ剛性を低い材料によって腰
回り伸縮部８５を構成することにより、腰回り伸縮部８５が身体に沿って曲がりやすくな
り、着用者の身体に負荷をかけずに腰回り伸縮部８５を身体に沿わせてフィットさせるこ
とができる。また、幅入りが小さい材料によって腰回り伸縮部８５を構成することにより
、使い捨ておむつが製品幅方向に伸長した場合における使い捨ておむつの製品長手方向の
収縮を抑制し、着用者の腰回りにおいて使い捨ておむつが股下側に引き下がることを抑制
できる。



(7) JP 6118083 B2 2017.4.19

10

20

30

40

50

【００３６】
　本実施形態では、腰回り伸縮部85として、目付けが20～45ｇ/ｍ２の伸縮性フィルムを
用いた。
【００３７】
　腰回り伸縮部85は、非伸長状態（自然状態）における長さの１.５～２.５倍に引き延ば
された後、ホットメルト接着剤又は加熱処理等によって外装シート60に接着される。
【００３８】
　本実施形態では、腰回り伸縮部85は、外装シート60とバックシート60aとの間に配置さ
れている。しかし、コアラップ40bが吸収性コア40aよりも製品長手方向外側に延出する構
成にあっては、腰回り伸縮部85は、コアラップ40bと、バックシート60a又は外装シート60
と、の間に配置されていてもよい。腰回り伸縮部の位置は、特に限定されない。また、吸
収体が配置されない領域にあっては、サイドフラップ70と、バックシート60a又は外装シ
ート60と、の間に配置されていてもよい。
【００３９】
　なお、本実施形態に係る腰回り伸縮部は、製品幅方向に伸縮するように構成されている
が、腰回り伸縮部が製品幅方向と製品長手方向に伸縮するように構成されていてもよい。
【００４０】
　ファスニングテープ90は、後胴回り域30に対応するサイドフラップ70の領域に取り付け
られている。ファスニングテープ90は、サイドフラップ70に連結された基材シート91と、
複数の係合部材としての係合フック（図示せず）が設けられ、基材シート91に固定された
フックシート92と、を備える。フックシート92は、係合部材が設けられた領域であり、上
述の胴回り保持部は、フックシート92から製品幅方向に延びる領域である。
【００４１】
　フックシート92は、基材シート91に固定、具体的には接合されている。フックシート92
と基材シート91との接合は、ファスニングテープ90の剛性が必要以上に高くなることがな
いようされていることが好ましい。具体的には、フックシート92と基材シート91とは、点
状、線状或いはスパイラル状のような間欠的に塗布されたホットメルト接着剤によって接
合されていることが好ましい。なお、フックシート92と基材シート91とは、熱シールなど
で接合されてもよい。
【００４２】
　基材シート91は、１枚または２枚以上の複数枚重ねた不織布によって構成されている。
基材シート91としては、スパンボンド（SB）またはスパンボンド－メルトブローン－スパ
ンボンド（SMS）などの製法によって製造された不織布を用いることができる。基材シー
ト91を構成する不織布の目付け（複数枚の場合は合計目付け）は、30～120g/m2であり、
好ましくは40～90g/m2である。
【００４３】
　ターゲット部95は、前胴回り域の外装シート60の非肌当接側の面に設けられている。タ
ーゲット部95は、ファスニングテープの係合フックが引っ掛かるように構成されており、
フックとループの係止システムのループとして機能する。ターゲット部としては、例えば
、エアースルー不織布を用いることができる。
【００４４】
　ターゲット部95は、例えばポリオレフィン系の熱可塑性合成樹脂繊維から作られた繊維
不織布またはポリオレフィン系の熱可塑性合成樹脂フィルムを用いることができる。また
、ターゲット部に取り付けられたループは、ポリオレフィン系の熱可塑性合成樹脂によっ
て形成できる。
【００４５】
　更に、ターゲット部95として、嵩高の不織布であって、その一部をエンボスすることで
不織布表面の毛羽立ちを防止した不織布を用いてもよい。
【００４６】
　また、使い捨ておむつの外装シート60を不織布によって形成し、ファスニングテープ90
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の取り付け位置を示す図柄をバックシート60a又は外装シート60の非肌当接側の面に印刷
する、若しくは図柄のシートをバックシート60a又は外装シート60の非肌当接側に配置す
ることによってもターゲット部とすることができる。
【００４７】
　また、後側レッグ開口部と、製品幅方向における中心を通り製品長手方向に平行な直線
L1との間の面積は、前側レッグ開口部と、製品幅方向における中心を通り製品長手方向に
平行な直線L1との間の面積よりも広い。よって、レッグ開口部の製品長手方向中心よりも
後側に位置するサイドフラップは、レッグ開口部の製品長手方向中心よりも前側に位置す
るサイドフラップよりも製品幅方向外側に延出しており、身体を覆うことができる面積が
広い。
【００４８】
　なお、製品幅方向における中心を通り製品長手方向に平行な直線L1とは、使い捨ておむ
つの製品幅方向における中心を通り、かつ製品長手方向に平行な直線L1である。
【００４９】
　着用者の身体は、前後対称ではなく、腹側の表面積よりも背側の表面積の方が広い。着
用者の背側には、外側に臀部が存在するためである。また、着用者が使い捨ておむつを着
用した状態では、レッグ開口部の製品長手方向の中心が、着用者の股下の製品長手方向の
中心に対応する位置となり易い。例えば、レッグ開口部の製品長手方向中心よりも後方に
位置する後側レッグ開口部と製品幅方向における中心を通り製品長手方向に平行な直線と
の間の面積が、レッグ開口部の製品長手方向中心よりも前方に位置する前側レッグ開口部
と製品幅方向における中心を通り製品長手方向に平行な直線との間の面積と同じ面積、又
は後側レッグ開口部と製品幅方向における中心を通り製品長手方向に平行な直線との間の
面積が、前側レッグ開口部と製品幅方向における中心を通り製品長手方向に平行な直線と
の間の面積よりも少ないと、前後非対称である身体を覆うように使い捨ておむつを配置で
きず、着用者の背側において突っ張った状態となったり、着用者の腹側においてよれた状
態となったりする。
【００５０】
　更に、レッグ開口部の製品長手方向中心よりも後側に位置するサイドフラップと、レッ
グ開口部の製品長手方向中心よりも前側に位置するサイドフラップの製品幅方向の位置が
略同じ位置であって、着用者の背側において突っ張った状態となると、装着された状態で
後胴回り域側のレッグ開口部35がめくれあがり、着用者の臀部が露出してしまうことがあ
る。また、臀部を覆うことができる十分な面積がないために、装着時に後胴回り域の製品
幅方向端部が内側に巻き込まれ、着用者の臀部が露出してしまうことがある。
【００５１】
　しかし、レッグ開口部の製品長手方向中心よりも後側に位置するサイドフラップは、レ
ッグ開口部の製品長手方向中心よりも前側に位置するサイドフラップよりも幅方向外側に
延出しているため、前後非対称である身体を覆うように使い捨ておむつを配置でき、着用
者の身体に対応して使い捨ておむつを配置することができる。
【００５２】
　後側レッグ開口部３５Ｒには、製品幅方向外側に向けて凸状となる凸部36が複数形成さ
れている。凸部36は、レッグ開口部の前後の領域よりも製品幅方向外側に突出した部分で
ある。レッグ開口部３５は、着用者の脚繰りに当たる箇所であり、使い捨ておむつ１０の
内側に向かって入り込み易い部分である。従って、より広くレッグ開口部３５が身体を覆
うことが好ましく、特に、後側レッグ開口部３５Ｒが身体を広く覆うように配置されるこ
とが望ましい。凸部３６を設けることにより、後側レッグ開口部３５Ｒ部分の面積を大き
くして、かつその形状を外向きに凸形状とすることにより、広く臀部を覆うことができる
。
【００５３】
　更に、後側レッグ開口部３５Ｒ、特に、後側レッグ開口部３５Ｒの後部には、応力が集
中し易いため、凸部36を形成することによって、肌への圧力をより分散できる状態として
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おくことが好ましい。具体的には、ファスニングテープ90の基端に近い位置では、応力が
集中し易く、また使い捨ておむつ10の着用時には前後で重なり合うこともある部位である
ため、肌への圧力を分散できるように凸状とすることが好ましい。
【００５４】
　前側レッグ開口部３５Ｆには、製品幅方向内側に向けて凹む形状となる凹部が形成され
ている。凹部37は、レッグ開口部の前後の領域よりも製品幅方向内側に凹んで部分である
。凹部37は、凹状であるため、着用者のそけい部に沿い易い。このため、サイドフラップ
70及びレッグ伸縮部75が着用者によりフィットし、使い捨ておむつ10の前胴回り域20から
股下域25を、着用者の動きに関わらず安定して身体に沿わせられる。例えば、着用者の脚
の動きにより吸収体40の幅を狭くするような動きがなされた場合でも、凹部37がそけい部
にフィットし続け、吸収体40の幅が狭まることなく広い状態を維持できる。凸部36及び凹
部37は、肌への圧力緩和に加えて、着用者の身体に沿うことも必要である。
【００５５】
（２）レッグ伸縮部及び臀部伸縮部の構成
　レッグ伸縮部75は、吸収体40よりも製品幅方向外側において製品長手方向Lに沿って配
置され、製品長手方向Lに伸縮可能に構成されている。
【００５６】
　レッグ伸縮部75は、所定本数の弾性部材（図１の例では、２本の弾性部材）によって構
成されている。本実施形態に係る弾性部材は、ポリウレタン弾性繊維や天然ゴムからなる
。臀部伸縮部77は、所定本数の弾性部材（図１の例では、１本の弾性部材）によって構成
されている。本実施形態に係る弾性部材は、ポリウレタン弾性繊維や天然ゴムからなる。
【００５７】
　また、本実施の形態の臀部伸縮部77を構成する弾性部材は、製品長手方向に沿って配置
された糸ゴムである。よって、サイドフラップ70の臀部伸縮部が設けられた領域全体を均
等に収縮させてふくらみのある着用者の臀部にサイドフラップ70が沿うことができるので
、当該領域がめくれることなく臀部を覆うことができる。
【００５８】
　ファスニングテープの製品幅方向外側端部と臀部伸縮部との製品幅方向における距離La
は、使い捨ておむつの製品幅方向中心とレッグ伸縮部の製品幅方向外側端部75との製品幅
方向における距離Lbよりも短い。使い捨ておむつを着用者に装着する際は、ファスニング
テープ90を前胴回り域側に引っ張り、前胴回り域のターゲット部95等にファスニングテー
プを止着する。このとき、最もファスニングテープを幅方向内側に止めると、ファスニン
グテープの製品幅方向外側端部が使い捨ておむつの製品幅方向中心に一致する。この状態
では、使い捨ておむつが最も着用者に密着した状態となる。そのため、使い捨ておむつを
設計する際は、ファスニングテープの製品幅方向外側端部が使い捨ておむつの製品幅方向
中心に一致した位置で使い捨ておむつの着用者の身体へのフィット性等を検証することが
行われる場合がある。
【００５９】
　このようなフィット性を検証する場合にあっては、ファスニングテープの製品幅方向外
側端部と臀部伸縮部との製品幅方向における距離Laが、使い捨ておむつの製品幅方向中心
とレッグ伸縮部の製品幅方向外側端部75との製品幅方向における距離Lbよりも短いため、
ファスニングテープの製品幅方向外側端部が使い捨ておむつの製品幅方向中心に一致した
状態で、臀部伸縮部77とレッグ伸縮部75が重なって配置される。よって、着用者の脚回り
に沿って環状にギャザーを形成でき、脚回りのフィット性を高めることができる。
【００６０】
　よって、臀部伸縮部77とレッグ伸縮部75とによって、使い捨ておむつのレッグ開口部35
近傍を着用者の脚回りにフィットさせることができ、着用者が脚を上下で動かした場合で
あっても、レッグ開口部35のたくれを防止し、装着時に製品幅方向端部の巻き込みを防止
することができる。
【００６１】



(10) JP 6118083 B2 2017.4.19

10

20

30

40

50

　なお、レッグ伸縮部の製品幅方向外側端部とは、レッグ伸縮部を構成する弾性部材が複
数ある場合にあっては、最も製品幅方向外側に位置する弾性部材の幅方向外側端部であり
、レッグ伸縮部を構成する弾性部材が１本の場合にあっては、当該弾性部材の幅方向外側
端部である。
【００６２】
　また、ファスニングテープの係止部92の製品幅方向外側端部と臀部伸縮部77との製品幅
方向における距離Lcが、ターゲット部95の製品方向内側端部とレッグ伸縮部の製品幅方向
外側端部との製品幅方向における距離Ldよりも短く構成されていてもよい。このような構
成によれば、ファスニングテープの係止部をターゲット部内において最も幅方向内側に止
めた状態において、臀部伸縮部77とレッグ伸縮部75が重なって配置される。よって、着用
者の脚回りに沿って環状にギャザーを形成でき、脚回りのフィット性を高めることができ
る。
【００６３】
　なお、本実施の形態では、ターゲット部95は、左右に離間して配置されているが、左右
に離間せずに連なるようにターゲット部を構成することができる。このようなターゲット
部95においては、ターゲット部95の製品方向内側端部が存在せず、ファスニングテープの
係止部をターゲット部内において最も幅方向内側に止めると、ファスニングテープの製品
幅方向外側端部が使い捨ておむつの製品幅方向中心に一致した状態になる。よって、ファ
スニングテープの係止部92の製品幅方向外側端部と臀部伸縮部77との製品幅方向における
距離Lcが、使い捨ておむつの製品幅方向中心とレッグ伸縮部の製品幅方向外側端部との製
品幅方向における距離Lbよりも短く構成されていることが望ましい。このような構成によ
れば、ファスニングテープの係止部をターゲット部内において最も幅方向内側に止めた状
態において、臀部伸縮部77とレッグ伸縮部75が重なって配置される。よって、着用者の脚
回りに沿って環状にギャザーを形成でき、脚回りのフィット性を高めることができる。
【００６４】
　レッグ伸縮部75の製品長手方向の中心Ｏ３は、使い捨ておむつの伸長状態において、使
い捨ておむつの製品長手方向の中心Ｏ１よりも前方に位置する。また、使い捨ておむつの
伸長状態において、レッグ開口部35の製品長手方向の中心Ｏ４は、使い捨ておむつの製品
長手方向の中心Ｏ１よりも前方に位置する。
【００６５】
　このように、レッグ伸縮部75の製品長手方向の中心Ｏ３及びレッグ開口部35の製品長手
方向の中心Ｏ４を使い捨ておむつの製品長手方向の中心Ｏ１よりも前方に配置することに
より、レッグ伸縮部75の製品長手方向の中心Ｏ３及びレッグ開口部35の製品長手方向の中
心Ｏ４を身体の製品長手方向中心に当てて使い捨ておむつを装着した状態で、後胴回り域
30の製品長手方向Ｌの長さを前胴回り域20の製品長手方向Ｌの長さよりも長く設けること
ができる。
【００６６】
　上述のように、着用者の身体は、前後対称ではなく、腹側よりも背側の方が長く構成さ
れている。例えば、後胴回り域30の製品長手方向Ｌの長さと、前胴回り域20の製品長手方
向Ｌの長さと、が同じであると、前後非対称である身体のラインに沿って使い捨ておむつ
が配置されない。
【００６７】
　特に、着用者の動きが生じた場合（特に、足を上げたり、立ったり、座ったりした際）
には、着用者の身体の表面の皮膚の伸縮量（長さの変化量）は、腹側によりも背側（臀部
）の方が大きくなる。よって、例えば、使い捨ておむつ10の自然状態の後胴回り域30の製
品長手方向Ｌの長さと、使い捨ておむつ10の自然状態の前胴回り域20の製品長手方向Ｌの
長さと、が同じであると、着用者の背側において突っ張った状態となる。
【００６８】
　しかし、本実施形態に係る使い捨ておむつによれば、使い捨ておむつ10の自然状態の後
胴回り域30の製品長手方向Ｌの長さを、使い捨ておむつ10の自然状態の前胴回り域20の製
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品長手方向Ｌの長さよりも長くできるため、着用者の臀部回りを適切に覆うことができる
。よって、着用者の動きがあった場合であっても、着用者の皮膚の動きに影響を受けて、
使い捨ておむつ１０の前胴回り域20及び後胴回り域30が、製品長手方向Ｌに沿う向きに動
いてしまうという事態を抑制することが可能となり、適切に臀部を覆うことができる。
【００６９】
　更に、レッグ伸縮部75の製品長手方向の中心Ｏ３及びレッグ開口部35の製品長手方向の
中心Ｏ４を使い捨ておむつの製品長手方向の中心Ｏ１よりも前方に配置することにより、
レッグ開口部を前寄り（腹側寄り）に形成できる。着用者の足は、体の前側寄りに向かっ
て伸びている。ファスニングテープ90によって係合した状態において、レッグ開口部35が
前寄りの位置となるため、着用者の体により適したおむつとなる。そのため、装着時に着
用者が足をうごかし易くなり、後胴回り域も突っ張り難くできる。
【００７０】
　また、臀部伸縮部77は、股下域25と後胴回り域30とに跨って配置されており、臀部伸縮
部の前端部77Fは、レッグ開口部35の製品長手方向の中心よりも後方に位置する。よって
、レッグ伸縮部の後部かつ製品幅方向外側の領域が臀部伸縮部77によって収縮し、後胴回
り域のレッグ開口部近傍（臀部の股下側の端部）を後方及び幅方向外側に引き上げること
ができる。図４は、使い捨ておむつを装着した状態を模式的に示した図である。
【００７１】
　例えば、一般的に使い捨ておむつを装着する際は、使い捨ておむつの股下域を着用者の
股下に当てた状態で、使い捨ておむつを製品長手方向に引っ張り、ファスニングテープ等
で固定する。このように装着すると、ファスニングテープの止着部分と股下域との間で使
い捨ておむつが引っ張られ、レッグ開口部35が着用者の脚回りに沿って配置されないこと
がある。
【００７２】
　特に、臀部側は、着用者の腹側に比べて臀部の面積が大きいため、装着時に後胴回り域
の製品幅方向端部が内側に巻き込まれ、臀部の一部が露出してしまうおそれがある。しか
し、臀部伸縮部77によって後胴回り域30に使い捨ておむつを寄せることができ、着用者の
臀部が露出してしまう不具合を抑制できる。
【００７３】
　使い捨ておむつ10の伸長状態において、製品幅方向における臀部伸縮部77とレッグ伸縮
部75との距離Ｄ１は、１０ｍｍ～３０ｍｍであることが望ましい。例えば、臀部伸縮部77
とレッグ伸縮部75との距離が３０ｍｍ以上であると、臀部伸縮部77とレッグ伸縮部75とが
互いに独立して伸縮し、臀部伸縮部77とレッグ伸縮部75とが連動し難い。しかし、使い捨
ておむつ10の伸長状態における製品幅方向における臀部伸縮部とレッグ伸縮部との距離が
１０ｍｍ～３０ｍｍの場合には、臀部伸縮部77とレッグ伸縮部75が連動し易い。例えば、
臀部伸縮部のみが独立して収縮すると、おむつを装着する際に収縮部分が内側に巻き込ま
れたり、倒れ込んだりすることが考えられる。しかし、臀部伸縮部とレッグ伸縮部が連動
することにより、臀部伸縮部が内側に倒れ込むことを抑制できる。
【００７４】
　一対の臀部伸縮部間の距離D11は、吸収体の製品幅方向の長さD12の１５０％～２００％
である。具体的には、使い捨ておむつの伸長状態における一対の臀部伸縮部間の距離D11
であり、吸収体40の製品幅方向の長さは、１００mm～１２０mmであり、一対の臀部伸縮部
間の距離D11は、１５０mm～２４０mmである。サイドフラップ70及び臀部伸縮部77は、吸
収性物品の幅方向中心を通り、かつ製品長手方向に延びる直線Ｌ１を中心とした線対称で
ある。よって、一対の臀部伸縮部77と、吸収体40の製品幅方向外側端部との距離D13は、
吸収体の製品幅方向の長さの２５％以上となる。
【００７５】
　このように構成されたおむつを着用者が着用すると、吸収体の製品幅方向外側端部から
幅方向外側に向かって吸収体の製品幅方向の長さD12の２５％分のサイドフラップ70が延
出し、当該延出した部分において着用者の側部を覆うことができる。
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【００７６】
　例えば、使い捨ておむつを設計する際は、臀部の膨らみを吸収体が覆うように、吸収体
の製品幅方向の長さを臀部の膨らむ頂点（図５に示すＸ１、Ｘ１）との距離と同じ長さ又
は、当該距離よりも長くすることが行われる。よって、一対の臀部伸縮部間の距離を吸収
体の製品幅方向の長さの１５０％とすることにより、吸収体が臀部に入り込むことなく、
臀部の膨らみを覆うことができる。
【００７７】
　また、一対の臀部伸縮部間の距離が２００ｍｍ～２４０ｍｍであることが望ましい。臀
部の膨らむ頂点（図５に示すＸ１、Ｘ１）との距離は、一般的に乳幼児で２００ｍｍ未満
である。よって、一対の臀部伸縮部間の距離が２００ｍｍ～２４０ｍｍであることにより
、臀部の膨らむ頂点（図５に示すＸ１、Ｘ１）を超えて幅方向外側に臀部伸縮部を配置す
ることができ、臀部の膨らみを覆うことができる。
【００７８】
　臀部伸縮部77は、製品長手方向に沿って直線状に配置されており、臀部伸縮部77によっ
て製品長手方向にサイドフラップ70を収縮させている。臀部伸縮部77が直線状であるため
、臀部伸縮部を曲線状に配置する工程と比較して、臀部伸縮部の配置工程が容易となる。
よって、臀部伸縮部内における伸縮倍率が安定する。その結果、臀部伸縮部の伸縮倍率の
ばらつきを抑制し、収縮力による応力が局所的にかかることを抑制し、臀部伸縮部がめく
れる等の不具合を抑制できる。よって、臀部伸縮部77がより好適に臀部に沿って配置され
、臀部を覆う状態とできる。
【００７９】
　なお、本明細書における「長さ」の測定は、以下の測定方法によって行われるものとす
る。
【００８０】
　使い捨ておむつ10がパッケージなどに封入されている場合には、パッケージから取り出
し、その状態にて20℃±2℃、相対湿度60％±5％RHの雰囲気下において12時間放置したサ
ンプルを用いる。
【００８１】
　次いで、シンワ測定株式会社製のスプリングメジャー（テープ：ガラス繊維入塩ビ被覆
）を用いて、測定対象部位に沿わせるようにして、使い捨ておむつ10のこの状態の長さ、
つまり、使い捨ておむつ10の自然状態のレッグ伸縮部75の長さを測定する。また、伸長状
態の長さは、使い捨ておむつ10を自然状態から弾性部材によるしわが目視にて確認できな
い状態まで延伸した時のレッグ伸縮部75の長さを測定する。
【００８２】
　ここで、１０サンプルに対して、それぞれの状態で上述の測定を行い、その平均値を、
長さとした。
【００８３】
　レッグ開口部35は、製品幅方向外側から製品幅方向内側に向かう凸形状であり、使い捨
ておむつ10の伸長状態のレッグ開口部35において最も製品幅方向内側に位置する内側端部
35Iとレッグ伸縮部75との距離D2は、レッグ伸縮部と臀部伸縮部との製品幅方向における
距離よりも短く、かつ１５ｍｍ以下である。
【００８４】
　使い捨ておむつ10の伸長状態におけるレッグ開口部35の内側端部35Iとレッグ伸縮部75
との距離が１５mmよりも長いと、レッグ伸縮部75による収縮力がレッグ開口部35の内側端
部まで作用せず、レッグ開口部35をレッグ伸縮部75によって適切に収縮させることができ
ないおそれがある。また、レッグ開口部35の内側端部35Iは、着用された状態で着用者の
脚によって挟まれ、着用者に密着する部分である。レッグ開口部35の内側端部35Iとレッ
グ伸縮部との距離が１５ｍｍ以下であることにより、少なくともレッグ開口部の着用者と
密着する部分を収縮させ、着用者の脚回りに沿って配置できる。
【００８５】
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　サイドフラップ70には、レッグ伸縮部75と臀部伸縮部77とによって収縮されたフリル状
の収縮部が形成される。レッグ伸縮部75と臀部伸縮部77によってフリル状の収縮部を身体
に密着させることができる。また、レッグ開口部において最も製品幅方向内側に位置する
内側端部35Iとレッグ伸縮部と距離が、レッグ伸縮部と臀部伸縮部との距離よりも短いた
め、レッグ伸縮部によってレッグ開口部の内側端部の巻き込みを抑制し、股下部から後胴
回り域にかけて臀部伸縮部を配置し、サイドフラップの臀部伸縮部が配置された領域全体
が広がった形状を維持し易くなる。
【００８６】
　さらに、レッグ伸縮部75と臀部伸縮部77とによって形成されるフリルは、製品長手方向
に伸縮するため、フリル（しわ）が、製品幅方向に沿って伸びる。このフリル（しわ）が
支えになって、後胴回り域の製品幅方向端部の幅方向内側への巻き込みを防止できる。
【００８７】
　また、臀部伸縮部77は、全領域に亘って伸縮状態であってもよいし、その両端部の領域
が非伸縮状態であってもよい。例えば、臀部伸縮部77の両端部の領域（10mm以下、2mm以
上領域、より好ましくは5mm以下、2mm以上の領域）を非伸縮状態とすることにより、後側
レッグ開口部３５Ｒ近傍においてしわを抑制した状態とできる。よって、後側レッグ開口
部３５Ｒ近傍がより身体に隙間なく沿うことができる。また、臀部伸縮部77の端部にHMA
接着剤等の接着剤を設けないことにより、臀部伸縮部77の端部が位置する後側レッグ開口
部３５Ｒのエッジをやわらかくできる。
【００８８】
　レッグ開口部の内側端部35Iは、使い捨ておむつ10の自然状態において、レッグ伸縮部
と臀部伸縮部との製品幅方向における中心を通り、かつ製品長手方向に沿った中心線Ｌ２
上に位置する。このような構成によれば、レッグ伸縮部と臀部伸縮部とによってレッグ開
口部の内側端部を引き上げ、レッグ開口部の内側端部の巻き込みを防止することができる
。よって、レッグ開口部の内側端部を身体に沿わせて配置できる。
【００８９】
　レッグ伸縮部75は、サイドフラップ70と外装シート60との間に配置されている。或いは
、吸収体40と外装シート60との間に配置されるバックシート60aが備えられる領域では、
レッグ伸縮部75は、バックシート60aとサイドフラップ70との間に配置されている。
【００９０】
　レッグ伸縮部75の伸長率は、1.7～2.4倍であることが好ましい。本実施形態では、レッ
グ伸縮部75の伸長率は、1.9～2.2倍に設定される。なお、伸長率とは、レッグ伸縮部の伸
長の程度を意味し、以下のように規定される。
【００９１】
　伸長率＝（伸長状態のレッグ伸縮部の長さ）÷（自然状態のレッグ伸縮部の長さ）
　なお、本明細書において、かかる伸長率は、例えば、次のように測定されるものとする
。
【００９２】
　第１に、使い捨ておむつ10がパッケージ等に封入されている場合には、パッケージから
使い捨ておむつ10を取り出す。次いで、レッグ伸縮部の配置領域を切り出す。このとき、
レッグ伸縮部に接合される外装シートも含めて切り出す。切り出した後のレッグ伸縮部の
サンプルの伸長率を測定して、レッグ伸縮部の伸長率を計測する。
【００９３】
　各サンプルについて、２０℃±２℃、相対湿度６０％±５％ＲＨの雰囲気下において６
０分間放置し、伸縮方向に沿ってレッグ伸縮部の長さを測定する。この長さを、「自然状
態のレッグ伸縮部の長さ」とする。
【００９４】
　第２に、かかる状態（すなわち、自然状態）における所望領域の伸縮方向における長さ
、及び、自然状態から弾性部材による皺が非伸縮性シート上に目視にて確認できない状態
まで延伸した時の所望領域の伸縮方向における長さを測定する。この長さを、「伸長状態
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におけるレッグ伸縮部の長さ」とする。
【００９５】
　これら測定結果を用い、上述の式にて算出することで伸長率が測定される。
【００９６】
　（３）クロッチ伸縮部の形状
　次に、クロッチ伸縮部200の形状について説明する。クロッチ伸縮部200は、吸収体40の
他の部分よりも、使い捨ておむつの着用時において股下域の一部に平坦な形状を維持でき
るように構成されている。クロッチ伸縮部200は、少なくとも製品長手方向Lまたは製品幅
方向Wに伸縮可能に構成されている。
【００９７】
　クロッチ伸縮部200は、レッグ伸縮部75とは個別独立して設けられており、吸収性コア4
0aと重なる位置（本実施形態では、吸収性コア40aを包むコアラップ40bとバックシート60
aとの間の位置）において、当該重なる位置における吸収性コア40aの製品幅方向の長さの
60％以上を収縮させるように構成されている。このように、クロッチ伸縮部200によって
吸収性コア40aが配置された部分を収縮させることにより、吸収性コア40aが縮み、吸収性
コア40aが縮まない部分と比較して平坦な形状を維持し易くなる。
【００９８】
　一方、クロッチ伸縮部200よりも製品長手方向外側に位置する前胴回り域や後胴回り域
に位置する吸収性コア40aは、クロッチ伸縮部200によって収縮していない。したがって、
ファスニングテープにより、着用者の腰・ウエスト回りに保持された状態において、使い
捨ておむつの股下部に平坦な形状で維持されるクロッチ伸縮部200が過度に身体に密着す
ることなく、結果、クロッチ伸縮部200が適度に身体に沿って配置される。
【００９９】
　また、クロッチ伸縮部200が、製品長手方向Ｌに沿って伸縮可能である場合、前胴回り
域20及び後胴回り域30が、クロッチ伸縮部200の収縮によって立ち上がり易くなり、着用
時には、着用者の股部にて身体に沿って平坦な股下域を形成することができる。
【０１００】
　その結果、クロッチ伸縮部200から前胴回り域20及び後胴回り域30が立ち上がるので、
使い捨ておむつ10の着用者へのフィット性が向上する。
【０１０１】
　すなわち、クロッチ伸縮部200の収縮によって、使い捨ておむつ10の股下域25が、着用
者の股下部に配置されるように、安定して使い捨ておむつ10を装着することができる。
【０１０２】
　さらに、クロッチ伸縮部200は、製品長手方向Ｌにおける使い捨ておむつ10の中心Ｏ１
を跨いで前胴回り域20側及び後胴回り域30側に延びるように構成されていてもよい。
【０１０３】
　また、製品長手方向Ｌにおけるクロッチ伸縮部200の中心Ｏ２は、製品長手方向Ｌにお
ける使い捨ておむつ10の中心Ｏ１よりも、前胴回り域20側に配置されている。
【０１０４】
　一方、着用者の動きがあった場合（特に、寝姿勢にて足を上げたり、立ったり、座った
りした際）には、着用者の身体の表面の皮膚の伸縮量（長さの変化量）は、腹側よりも背
側（臀部）の方が大きくなる。
【０１０５】
　製品長手方向Ｌにおけるクロッチ伸縮部200の中心Ｏ２を製品長手方向Ｌにおける使い
捨ておむつ10の中心Ｏ１よりも、前胴回り域20側に配置することによって、使い捨ておむ
つ10の自然状態の後胴回り域30の製品長手方向Ｌの長さを前胴回り域20の製品長手方向Ｌ
の長さよりも長くすることができる。よって、着用者の動きがあった場合であっても、着
用者の皮膚の動きに影響を受けて、使い捨ておむつ10の前胴回り域20及び後胴回り域30が
、製品長手方向Ｌに沿う向きに動いてしまうという事態を抑制することが可能となる。
【０１０６】
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　クロッチ伸縮部200は、伸縮性シートによって構成されることが好ましい。
【０１０７】
　伸縮性シートによってクロッチ伸縮部200を構成することにより、伸縮性シートを配置
した領域の吸収性コア40aが一様に縮められ、平坦な形状維持がより容易になる。なお、
伸縮性シートは、例えば、レッグ伸縮部75と同様の伸縮性シートによって構成することが
できる。
【０１０８】
　また、かかる伸縮性シートの代わりに、ポリウレタン弾性繊維や天然ゴムからなる糸状
・帯状の弾性部材を、複数本配置することによってクロッチ伸縮部200を構成してもよい
。この場合、クロッチ伸縮部200によって吸収性コア40aを一様に縮めるためには、弾性部
材同士の間隔を７ｍｍ以下、より好ましくは５ｍｍ以下であるとよい。また、吸収性コア
40aを一様に縮めるために、隣り合う弾性部材の間隔の差は、２ｍｍ以下であることが望
ましい。
【０１０９】
　また、クロッチ伸縮部200の伸長率は、具体的には、1.2倍以上、1.8倍以下であること
が好ましい。本実施形態では、クロッチ伸縮部200の伸長率は、1.4倍に設定される。伸長
率は、クロッチ伸縮部200の伸縮方向（製品長手方向L）における伸長の程度を意味し、以
下のように規定される。
【０１１０】
　伸長率は、伸縮方向（本実施形態では、製品長手方向Ｌ）におけるクロッチ伸縮部200
の伸長の程度を意味し、以下のように規定される。
【０１１１】
　伸長率＝（最大伸張状態におけるクロッチ伸縮部200の伸縮方向における長さ）/（自然
状態におけるクロッチ伸縮部200の伸縮方向における長さ）
　なお、伸長率の測定は、上述のレッグ伸縮部と同様であり、説明を省略する。
【０１１２】
　クロッチ伸縮部200の伸長率を、１.２倍以上１.８倍以下とすることによって、着用者
の皮膚の伸縮に好適に追従することができる。
【０１１３】
　例えば、着用者が、身体前側が縮むような前屈みの姿勢をとると、着用者の臀部側の皮
膚において、身体を伸ばした状態に対して３０％程度伸びる部位が存在する。
【０１１４】
　つまり、クロッチ伸縮部200の伸長率を１.２倍以下とすると、自然状態におけるクロッ
チ伸縮部200の収縮が十分でなく、クロッチ伸縮部200が設けられていない場合と比較して
、使い捨ておむつ10の股部における吸収体領域の収縮が小さく、着用者の股部において、
身体に沿うように平坦な形状をとる事が不十分になってしまう。
【０１１５】
　一方、クロッチ伸縮部200の伸長率を１.８倍よりも大きくすると、クロッチ伸縮部200
の収縮方向における収縮寸法が大きくなり過ぎるため、クロッチ伸縮部200が存在する領
域が、身体に沿うよりも密着する状態となり易く、使い捨ておむつ１０が、着用者の下方
にズレ易くなってしまう。
【０１１６】
　また、クロッチ伸縮部200の製品長手方向Ｌにおける収縮量は、使い捨ておむつ１０の
製品長手方向Ｌにおける長さの２～８％となるように構成されていてもよい。
【０１１７】
　なお、収縮量は、皺が十分に小さくなり、サンプルの表面が平滑に近くなるように伸長
した状態での長さ「ｂ（ｍｍ）」と、サンプルの伸縮方向に沿う向きにおける自然状態で
の長さ「ａ（ｍｍ）」との差であり、（ｂ-ａ）によって算出されることができる。
【０１１８】
　本発明者は、クロッチ伸縮部200の製品長手方向Ｌにおける収縮量を、使い捨ておむつ
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１０の製品長手方向Ｌにおける長さの２～８％とすると、使い捨ておむつ１０を着用者に
対して装着する過程において、クロッチ伸縮部200が、好ましく着用者の身体に沿い易く
なることを確認することができた。
【０１１９】
　ここで、クロッチ伸縮部200の製品長手方向Ｌにおける収縮量を、８％より大きくする
と、クロッチ伸縮部200が、縮み過ぎてしまい、使い捨ておむつ10の製品長手方向Ｌにお
ける長さが足りず、使い捨ておむつ10を着用者の身体に付け難くなったり、使い捨ておむ
つ10及び着用者の身体が、股下域25において、過度に密着してズレ易くなったりしてしま
う。
【０１２０】
　一方、クロッチ伸縮部200の製品長手方向Ｌにおける収縮量を、２％以下とすると、使
い捨ておむつ10を着用者の身体に近付けるというクロッチ伸縮部200の効果そのものが発
現し難くなってしまう。
【０１２１】
　また、製品長手方向Ｌにおけるクロッチ伸縮部200の中心は、製品長手方向Ｌにおける
使い捨ておむつ10の中心よりも、前胴回り域20側に配置されている。また、クロッチ伸縮
部200は、製品長手方向Ｌにおける使い捨ておむつ１０の中心を跨ぐように配置されてい
る。
【０１２２】
　かかる場合、吸収性コア40aの剛性及び使い捨ておむつ10を構成する他の部材の剛性を
考慮して、用いる弾性部材の太さや配置するピッチを適宜選択できるが、使い捨ておむつ
10本体を自然状態（非伸張状態）とした際に、吸収性コア40aの製品幅方向Ｗにおける側
縁部全域が収縮した状態となるようにすることが好ましい。
【０１２３】
　また、吸収体40の股下域25には、切欠き115（切欠き125）が形成される。切欠き115及
び切欠き125は、吸収体40を構成する吸収性コア40aが存在しない領域である。本実施形態
において、切欠き115及び切欠き125は、吸収性コア40aの目付けが吸収性コア40aの他の部
分よりも低い低剛性部に該当する。なお、切欠き115及び切欠き125を形成することに代え
て、切欠き115及び切欠き125の領域を、吸収性コア40aの目付けが吸収性コア40aの他の部
分よりも低くするようにしてもよい。
【０１２４】
　切欠き115及び切欠き125は、クロッチ伸縮部200の製品長手方向Lにおける縁部に沿って
存在する。なお、切欠き115及び切欠き125が形成されていても、前胴回り域20及び後胴回
り域30に位置する吸収性コア40aと、股下域25に位置する吸収性コア40aとは、完全に切り
離されることなく特に製品幅方向において連続していることが好ましい。
【０１２５】
　切欠き115及び切欠き125は、製品幅方向W外側に行くに連れて製品長手方向Lにおける長
さ（使い捨ておむつ10の自然状態）が広くなっている。このような形状により、吸収性コ
ア40aの製品幅方向W外側がより縮み易くなるため、平坦な「底部」がより容易に形成され
る。更には、切欠き115よりも前胴回り域20寄りに位置する吸収性コア40a、及び切欠き12
5よりも後胴回り域30寄りに位置する吸収性コア40aが、「底部」から立ち上がり、着用者
の体（腹部および臀部）の丸みに沿うように湾曲し易くなるため、使い捨ておむつそのも
のの形状が着用者の体の形により近づくことができる。
【０１２６】
　また、切欠き115（切欠き125）の前胴回り域20（後胴回り域30）寄りの縁部は、円弧状
である。切欠き115（切欠き125）の縁部は、円弧の中心が当該縁部よりも後胴回り域30（
前胴回り域20）に位置するような形状である。このような形状により、着用者の体の丸み
に沿った変形がより容易かつ顕著に起き易い。
【０１２７】
　製品幅方向Ｗにおけるクロッチ伸縮部２００の幅は、吸収性コア４０ａのクロッチ伸縮
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部が存在する領域における、製品幅方向Ｗにおける吸収性コア４０ａの幅の１／２以上で
ある。
【０１２８】
　従って、クロッチ伸縮部２００によって吸収性コア４０ａが配置された部位の一定幅以
上を収縮させることによって、吸収性コア４０ａが縮み、着用者の身体に近づくように吸
収性コア４０ａが持ち上がる。
【０１２９】
このような吸収性コア４０ａの持ち上がり股下域で実現することによって、使い捨ておむ
つ１０と着用者との間の隙間を減少することができる。製品幅方向Ｗにおけるクロッチ伸
縮部２００の幅が製品幅方向Ｗにおける吸収体４０（吸収性コア４０ａ）の幅の６０％以
上である場合、より好ましくは80%以上である場合には、使い捨ておむつ１０と着用者と
の間の隙間をさらに減少することができる。
【０１３０】
　更には、クロッチ伸縮部２００の幅が吸収性コア４０ａの幅と比較して狭すぎると、上
述した吸収性コア４０ａを持ち上げる効果が得られにくい。一方、クロッチ伸縮部２００
の幅が吸収性コア４０ａの幅と比較して広すぎると、吸収性コア４０ａが配置されていな
い部位が、吸収性コア４０ａが配置されている部位よりも収縮した状態で、使い捨ておむ
つ１０が装着される。これによって、吸収性コア４０ａが配置されていない部位を構成す
る部材が重なりあって、クロッチ伸縮部２００が硬くなり、使い捨ておむつ１０の履き心
地が損なわれる。
【０１３１】
　例えば、吸収性コア４０ａのクロッチ伸縮部が存在する領域における、最も幅が狭い部
位の寸法（伸長状態における）１２０ｍｍである場合において、クロッチ伸縮部２００の
幅は、６０～１１０ｍｍであることが好ましい。さらに好ましくは、クロッチ伸縮部２０
０の幅は、９０～１１０ｍｍであることが好ましい。
【０１３２】
　製品幅方向Ｗにおいて吸収性コア４０ａの幅が最も狭い部位は、製品長手方向中心線に
対して１０～６０ｍｍ前側に設けられることが好ましい。好ましくは、製品幅方向Ｗにお
いて吸収性コア４０ａの幅が最も狭い部位は、製品長手方向中心線に対して２０～４０ｍ
ｍ前側に設けられる。クロッチ伸縮部２００は、製品幅方向Ｗにおいて吸収性コア４０ａ
の幅が最も狭い部位を跨がって形成されることが好ましい。
【０１３３】
　着用者の左右の大腿部が互いに最も近接する位置は、着用者の身体の前後方向における
中心よりも前側である。従って、クロッチ伸縮部２００の収縮力によって、製品幅方向Ｗ
において吸収性コア４０ａの幅が最も狭い部位を着用者の左右の大腿部が互いに最も近接
する位置に積極的に配置することができる。言い換えると、母親などの着用補助者が吸収
性コア４０ａの位置合わせを行わなくても、吸収性コア４０ａの位置合わせが自然と行わ
れる。
【０１３４】
　（４）使い捨ておむつの製造方法
　次に、本実施形態に係る吸収性物品の製造方法の一例について説明する。なお、本実施
形態において説明しない方法については、既存の方法を用いることができる。また、以下
に説明する製造方法は、一例であり、他の製造方法によって製造することもできる。吸収
性物品の製造方法は、構成部品形成工程と、構成部品載置工程と、脚回り形成工程と、切
断工程とを少なくとも含む。
【０１３５】
　構成部品形成工程では、吸収性物品を構成する構成部品を形成する。具体的には、例え
ば、吸収材料を積層して吸収体40を成型する。
【０１３６】
　構成部品載置工程では、バックシートを構成するウェブ上に、レッグ伸縮部75を構成す
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る伸縮性シートや、トップシートを構成するウェブ等の他のウェブ、防漏シート、吸収体
、レッグ伸縮部75、臀部伸縮部77等の使い捨ておむつ10を構成する構成部品を載置する。
【０１３７】
　脚回り形成工程は、トップシート50、外装シート60、及びバックシート60aを切断する
。これにより、臀部伸縮部77の前端部77Fが切断され、かつ着用者の脚回りに配置される
レッグ開口部35が形成される。
【０１３８】
　切断工程では、トップシート50、バックシート60a、吸収体40等が配置された連続体を
製品幅方向Ｗに沿って一製品の大きさに切断する。これにより、使い捨ておむつ10が製造
される。
【０１３９】
　（５）その他の実施形態
　上述したように、本発明の実施形態を通じて本発明の内容を開示したが、この開示の一
部をなす論述及び図面は、本発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示
から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなる。
【０１４０】
　レッグ伸縮部75は、レッグサイドギャザーの接合部分と製品幅方向において一致してい
てもよいし、レッグサイドギャザーの接合部分よりも製品幅方向内側に配置されていても
よい。レッグ伸縮部75及び臀部伸縮部77を構成する弾性部材は、１本であってもよいし、
２本以上であってもよい。
【０１４１】
　また、上述した実施形態では、オープンタイプの使い捨ておむつを例として説明したが
、本発明は、パンツ型の使い捨ておむつに適用することもできる。前胴回り域と後胴回り
域を形成する外層シートの左右両側縁部が接合されることで胴回り開口部と一対のレッグ
開口部を有するパンツ形状おむつについては、前胴回り域及び後胴回り域の外層シートは
製品幅方向Wに収縮及び伸長可能となる弾性要素を有しており、それらを収縮することで
着用者の胴回りに使い捨ておむつが保持される。つまり、製品長手方向Lに伸びる左右両
側縁部が接合されている範囲が胴回り保持部となる。
【０１４２】
　このように、本発明は、ここでは記載していない様々な実施形態などを含むことは勿論
である。したがって、本発明の技術的範囲は、上述の説明から妥当な特許請求の範囲に係
る発明特定事項によってのみ定められるものである。
【符号の説明】
【０１４３】
10　　　：使い捨ておむつ
20　　　：前胴回り域
25　　　：股下域
30　　　：後胴回り域
35　　　：レッグ開口部
35F　　　：前側レッグ開口部
35R　　　：後側レッグ開口部
35I　　：内側端部
40　　　：吸収体
40a　　：吸収性コア
40b　　：コアラップ
50　　　：トップシート
60　　　：外装シート
60a　　：バックシート
70　　　：サイドフラップ
75　　　：レッグ伸縮部
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77　　　：臀部伸縮部
77F　　：前端部
80　　　：レッグサイドギャザー
81　　　：弾性部材
85　　　：腰回り伸縮部
90　　　：ファスニングテープ
91　　　：基材シート
92　　　：フックシート
95　　　：ターゲット部
115　　：切欠き
125　　：切欠き
200　　：クロッチ伸縮部
L　　　　：製品長手方向
W　　　　：製品幅方向

【図１】 【図２】
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